
　Ａ．行われて
　　　いません。
　（売買、競売
　　／移転登記）

　Ａ．行われて
　　　います。
　　（売買、競売
　　　／移転登記）

特定の増改築等が
行われていない

特定の増改築等が
行われている

一般（ｲ－a）

【Ａ】

長期優良（ｲ－c)
低炭素　 （ｲ－e)

【B】

一般（ｲ－b)

【Ｃ】

長期優良（ｲ－d)
低炭素   （ｲ－f)

【D】

(ﾛ-b)

【E】

(ﾛ-a)

【Ｆ】

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

〇 〇

○ ○

〇

Ｑ．本証明書の必要な住宅家屋は次のどちらですか？

　
基
本
の
必
要
書
類

⑤家屋未使用証明書　（原本提出）

※上記書類は、後記の「特定家屋について」を参照のこと

※その他、木造・軽量鉄骨造などの区分所有建物の場合、併用住宅の場合などもあり。

⑨【対象家屋が昭和５７年１月１日より前に建築された場合】

必
要
書
類

⑥申立書　(原本提出)
　未だ入居できないことを申し立てるもの

⑦現在居住している家屋の処分方法を確認できる書類

○ ○

特定家屋に該当する場合（必要書類は別紙「特定家屋について」を参照）

　　Ａ．注文住宅です。
　

　　　　（請負契約／保存登記）

　Ａ．建売住宅もしくは新築分譲
　　　マンションを購入しました。
　　　（売買、競売／保存登記
　　　　　　　　　　　　移転登記）

Ｑ．どのようにして取得されましたか？

○ ○

②登記関係書類(A～Cのいずれかの写しを提出)
　 A:建物の登記事項証明書（表示登記）
　 B:建物の登記完了証（書面申請）と表示登記受領証
　 C:建物の登記完了証（電子申請）

　 D:建物の登記事項証明書の写し（保存登記）

③住民票の写し

④売買契約書の写し（売渡証書・譲渡証明書等）
　※競売で取得した場合は、代金納付期限通知書

○ ○

申請住宅家屋に、住民票を移転していない場合（未入居の場合）

①確認済証、または検査済証の写し

住宅用家屋証明　必要書類等フローチャート

　　Ｑ．特定の増改築等が
　　　　 行われていますか？

必
要
書
類

　・売却や賃貸など、該当する項目の疎明書類として提出

※上記書類は、後記の「家屋の処分方法等について」を参照のこと

⑧【特定認定長期優良住宅の場合】
　　または、【認定低炭素住宅の場合】

⑩【租税特別措置法第７４条の３に規定する特定増改築等
　　がされた場合】

Ａ．新築住宅です。

区分

自己新築
（新築・注文住宅）

未使用住宅の取得
（建売住宅・新築分譲ﾏﾝｼｮﾝ）

中古住宅の取得
（中古住宅・中古分譲ﾏﾝｼｮﾝ）

Ａ．中古住宅です。
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